
○

人
事
院
規
則
八
―
一
二
―
九
（
人
事
院
規
則
八
―
一
二
（
職
員
の
任
免
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）

新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

（
名
簿
か
ら
の
採
用
の
方
法
の
特
例
）

（
名
簿
か
ら
の
採
用
の
方
法
の
特
例
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

任
命
権
者
は
、
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
三
条
第
一
項
第

４

任
命
権
者
は
、
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
三
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
う
ち
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定

二
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
う
ち
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
区
分
さ
れ
た
行
政
の
採
用
試
験
で
あ
っ
て
、
同
規
則
第
五
条

に
よ
り
区
分
さ
れ
た
行
政
の
採
用
試
験
で
あ
っ
て
、
同
規
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
一
般
職
大
卒
程
度
行
政
地
域
試
験
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る

「
Ⅱ
種
行
政
地
域
試
験
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
本
省
庁
（
会

本
省
庁
（
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
並
び

計
検
査
院
、
人
事
院
、
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
並
び
に
内
閣
府
、

に
内
閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
並

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
並
び
に
国
家
行

び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三

政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す

条
に
規
定
す
る
国
の
行
政
機
関
に
置
か
れ
る
組
織
の
う
ち
、
内
部
部

る
国
の
行
政
機
関
に
置
か
れ
る
組
織
の
う
ち
、
内
部
部
局
又
は
こ
れ

局
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
組
織
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
も
の
を
い

に
準
ず
る
組
織
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
官
職
に
つ
い
て
、

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
官
職
の
任
命
権
者
は
、
当
該
官
職

当
該
官
職
を
対
象
と
す
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
み
で
は
本

を
対
象
と
す
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
み
で
は
本
省
庁
に
属

省
庁
に
属
す
る
官
職
に
求
め
ら
れ
る
適
性
等
を
有
す
る
者
を
十
分
に

す
る
官
職
に
求
め
ら
れ
る
適
性
等
を
有
す
る
者
を
十
分
に
得
る
こ
と

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び

が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
前
二
項
の

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
名
簿
以
外
の
一
般
職
大
卒
程

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
名
簿
以
外
の
Ⅱ
種
行
政
地
域
試
験
の
結

度
行
政
地
域
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
名
簿
に
記
載
さ

果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
本
省
庁

れ
て
い
る
者
で
本
省
庁
に
属
す
る
官
職
に
求
め
ら
れ
る
適
性
等
を
有

に
属
す
る
官
職
に
求
め
ら
れ
る
適
性
等
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の
の



す
る
と
認
め
る
も
の
の
中
か
ら
面
接
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し

中
か
ら
面
接
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で

て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

５

任
命
権
者
は
、
補
充
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
名
簿
及
び
第
一

５

任
命
権
者
は
、
補
充
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
名
簿
及
び
第
一

項
の
名
簿
以
外
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
採
用
候
補
者
に
つ
い
て

項
の
名
簿
以
外
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
採
用
候
補
者
に
つ
い
て

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
試
験
機
関
（
規
則
八

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
試
験
機
関
（
規
則
八

―
一
八
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
機
関
を
い
う
。
以
下
同

―
一
八
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
機
関
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
そ
の
者
の
得
点
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、

じ
。
）
が
そ
の
者
の
得
点
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、

前
条
第
一
項
及
び
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
つ
い

前
条
第
一
項
及
び
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
つ
い

て
面
接
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

て
面
接
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
名
簿
の
作
成
）

（
名
簿
の
作
成
）

第
十
条

試
験
機
関
は
、
規
則
八
―
一
八
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

第
十
条

試
験
機
関
は
、
規
則
八
―
一
八
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

採
用
試
験
の
最
終
の
合
格
者
を
決
定
し
た
後
、
直
ち
に
、
同
規
則
第

採
用
試
験
の
最
終
の
合
格
者
を
決
定
し
た
後
、
直
ち
に
、
同
規
則
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
同
規
則
第
四
条
第
一
項
若
し

三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
（
同
規
則
第
四
条
第
一
項
又

く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
る

は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
規
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
区
分
試

れ
ぞ
れ
同
規
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
試
験
又
は
同
規
則

験
又
は
同
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
試
験
）
ご
と
に
名

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
試
験
）
ご
と
に
名
簿
を
作
成
し
、

簿
を
作
成
し
、
試
験
機
関
の
長
（
名
簿
の
作
成
に
つ
い
て
の
権
限
の

試
験
機
関
の
長
（
名
簿
の
作
成
に
つ
い
て
の
権
限
の
委
任
が
行
わ
れ

委
任
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
と
す
る
。
第

た
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
名
簿
に
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す

同
じ
。
）
が
当
該
名
簿
に
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

２

名
簿
に
は
、
規
則
八
―
一
八
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
最
終
の
合

２

名
簿
に
は
、
規
則
八
―
一
八
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
最
終
の
合

格
者
の
氏
名
及
び
得
点
を
、
そ
の
得
点
順
に
記
載
す
る
も
の
と
す

格
者
の
氏
名
及
び
得
点
を
、
そ
の
得
点
順
に
記
載
す
る
も
の
と
す



る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
採
用
候
補
者
の
復
活
）

（
採
用
候
補
者
の
復
活
）

第
十
三
条

名
簿
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

第
十
三
条

名
簿
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
た
採

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
た
採

用
候
補
者
か
ら
当
該
名
簿
へ
の
復
活
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

用
候
補
者
か
ら
当
該
名
簿
へ
の
復
活
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
採
用
候
補
者
を

て
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
採
用
候
補
者
を

当
該
名
簿
に
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
名
簿
に
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
名
簿
の
有
効
期
間
）

（
名
簿
の
有
効
期
間
）

第
十
四
条

名
簿
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
の
効
力
が
発
生
し
た
時
か
ら

第
十
四
条

名
簿
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
の
効
力
が
発
生
し
た
時
か
ら

一
年
（
規
則
八
―
一
八
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

一
年
（
規
則
八
―
一
八
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験

第
十
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
に
係
る
名
簿
に
あ
っ
て

に
係
る
名
簿
に
あ
っ
て
は
三
年
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

は
、
三
年
）
と
す
る
。

る
採
用
試
験
に
係
る
名
簿
に
あ
っ
て
は
二
年
）
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


